
 

 

平成２１年度 

第１回富士見市公共事業評価監視委員会資料 

 

鶴瀬駅東口土地区画整理事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２１年１２月１６日 

富士見市 



 

 

目 次 
 

 

資料 １ 公共事業の再評価実施について（目的） ...................... １ 

資料 ２ 対象事業位置図 ............................................ ３ 

資料 ３ 設計図 .................................................... ４ 

資料 ４ 地区の航空写真 ............................................ ５ 

資料 ５ 地区の現況写真 ............................................ ６ 

資料 ６ 事業概要 .................................................. ８ 

資料 ７ 事業経過 .................................................. ９ 

資料 ８ 事業進捗状況及び予定表 .................................. １０ 

資料 ９ 使用収益開始箇所図 ...................................... １１ 

資料１０ 評価概要資料（市の対応方針案） .......................... １２ 

資料１１ 富士見市公共事業再評価実施要綱 .......................... １３ 

資料１２ 富士見市公共事業評価監視委員会要綱 ...................... １５ 

 

【別添 資料】 

・鶴瀬駅東口土地区画整理事業 事業概要（パンフレット）  

 



１ 
 

公共事業の再評価実施について 

１．目的 

 

再評価は、事業の効率性及び透明性の一層の向上を図るため、事業採択後５年間未

着工及び１０年間継続中、再評価実施後５年が経過した事業について実施し、事業の

継続もしくは中止等の方針を決定するものである。 

 
２．評価の視点及び対応方針の考え方 

 

◆再評価の視点 

以下の３つの視点から評価する。 

①事業の必要性等に関する視点 

・ 事業を巡る社会経済情勢等の変化はどうか？ 

・ 事業の投資効果は十分か？ 

・ 事業の進捗状況はどうか？等 

②事業の進捗の見込みの視点 

・ 進捗が順調でない場合の理由は何か？ 

・ 今後の見通しはどうか？等 

③コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点 

・ 施設の構造や工法の変更等の可能性は？等 

 

◆対応方針の考え方 

事業を「継続」させるには・・・ 

・ ①、②の各視点で継続が妥当な場合 

・ ③の視点に基づき事業を見直して①、②の各視点で継続が妥当な場合 

事業が「中止」となる場合は・・・ 

・ ①、②の各視点のいずれか又は両方で継続が妥当でないと判断した場合 

 

３．客観性、透明性を確保する方策 

 

◆第三者からの意見の聴取 

評価実施主体が行う再評価の実施に当たって、学識経験者等の第三者の意見を

聴取する仕組みを導入する。（事業評価監視委員会） 

◆再評価の結果等の公表 

再評価の結果、手続き等を公表する。 

資料 １ 
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４．再評価の実施手続き 

 

◆施行者が再評価を実施 

◆再評価に係る資料 

①事業概要 

②再評価に関する資料 

・チェックリスト等による評価（客観的評価指標） 

・費用便益分析による評価 

※埼玉県では、土地区画整理事業、街路事業における費用便益分析の２種類を実

施する。 

◆事業評価監視委員会の意見を聴取する。 

  上記資料を基に事業評価監視委員会の意見を聴取し対応方針を決定する。 

◆評価結果の公表 

 

 

5.費用便益分析とは 

 

費用便益分析は、評価時点を基準年として、一定の期間の便益額と費用額を算定

して比較する手法である。 

 

費用（Ｃost）＝事業費+維持管理費 

便益（Ｂenefit）＝事業を実施した場合と実施しなかった場合の便益の差 

 

費用便益分析の算定 

費用便益分析（Ｂ／Ｃ）＝総便益（Ｂenefit）／総費用（Ｃost） 

 

※土地区画整理事業はＢ／Ｃが１．０以上、街路事業が１．５以上あればよいと

される。 

 

 

資料 １ 



２ 
 

４．再評価の実施手続き 

 

◆施行者が再評価を実施 

◆再評価に係る資料 

①事業概要 

②再評価に関する資料 

・チェックリスト等による評価（客観的評価指標） 

・費用便益分析による評価 

※埼玉県では、土地区画整理事業、街路事業における費用便益分析の２種類を実

施する。 

◆事業評価監視委員会の意見を聴取する。 

  上記資料を基に事業評価監視委員会の意見を聴取し対応方針を決定する。 

◆評価結果の公表 

 

 

5.費用便益分析とは 

 

費用便益分析は、評価時点を基準年として、一定の期間の便益額と費用額を算定

して比較する手法である。 

 

費用（Ｃost）＝事業費+維持管理費 

便益（Ｂenefit）＝事業を実施した場合と実施しなかった場合の便益の差 

 

費用便益分析の算定 

費用便益分析（Ｂ／Ｃ）＝総便益（Ｂenefit）／総費用（Ｃost） 

 

※土地区画整理事業はＢ／Ｃが１．０以上、街路事業が１．５以上あればよいと

される。 
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 ４ 〓 事業の経緯  

鶴瀬駅東口土地区画整理事業 設計図 
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事業施行前全景 
（Ｈ１２） 

事業施行中全景 
（Ｈ２０） 
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東口駅前現況写真 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

県道現況写真 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料 ５ 



 
 

７ 

 

鶴 瀬 駅 東 通 線（駅広側から） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

鶴 瀬 駅 東 通 線（既設県道側から） 
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鶴瀬駅東口土地区画整理事業概要 

事 業 名 称 ： 富士見都市計画事業鶴瀬駅東口土地区画整理事業 

施 行 者 ： 富士見市（富士見市長） 

施 行 面 積 ： ４．９２ｈａ（鶴瀬東一丁目の一部） 

都市計画決定 ： 平成１２年 ４月１１日 

施 行 期 間 ： 平成１２年度～平成３０年度 

事業計画決定 ： 平成１２年１２月１４日（当初） 

         平成１６年１１月 ５日（第１回変更） 

          平成２１年 １月２７日（第２回変更） 

実施計画補助期間 ： 平成１２年度～平成３０年度 

計 画 人 口 ： 約１,０００人 

権 利 者 数 ： ９１人（所有権者８１人、借地権者１０人）（H21.3現在） 

減   歩   率 ： ３２.１６％（減価補償金で減歩率を緩和した場合１９.７６％） 

公共用地整備計画 ： 整理前公共用地率  ７.６８％ 

         整理後公共用地率 ３７.３６％ 

全 建 物 棟 数 ： １２０棟 

要 移 転 棟 数 ：  ９９棟（移転率８２.５％） 

公共施設の概要 ： ①都市計画道路鶴瀬駅東通線 

          幅員：２０ｍ（車道２車線９ｍ、歩道両側５.５ｍ） 

          延長：２５３ｍ 

         ②鶴瀬駅東口駅前交通広場 

          面積：３,８２０㎡（歩道幅員７～８ｍ、バスバース２箇所、自家 

             用車バース２箇所、タクシーバース２箇所、車椅子対応） 

         ③区画道路【１８路線、幅員４～８ｍ、総延長１,２２３ｍ】 

④特殊道路【 ５路線、幅員４・６ｍ、総延長  １５９ｍ】 

         ⑤公園緑地【街区公園】１箇所、面積６３２㎡（遊具施設有） 

              【緑 道】 １路線、幅員１ｍ、延長１２ｍ 

              【緑 地】１０箇所、面積８９０㎡（休憩施設有） 

         ⑥水路（雨水管）【権平川、幅員２.５ｍ、延長１４０ｍ】 

資 金 計 画 ： ＜支出＞ 事業費 ９４億３,２００万円 

          ＜収入＞ 鶴瀬駅東通線・駅前広場 

             の公共施設管理者負担金 ３６億３,８７０万円 

              富士見市単独費等    ５７億９,３３０万円 

仮 換 地 指 定 ： 全体計画 ３０,８６５.２㎡ 

           ○平成１７年１月（第１回） 

            〈指定面積〉 ２７,１９８.９６㎡ （面積指定率約８８％） 

            ○平成１９年２月（第２回） 

            〈指定面積〉  ３,２７４.７５㎡ （面積指定率約１１％） 

           ○平成２０年８月（第３回） 

            〈指定面積〉    ３９１.４９㎡ （面積指定率約 １％） 

資料 ６ 
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鶴瀬駅東口土地区画整理事業の事業経過 

昭和４６年 ３月２６日 都市計画道路鶴瀬駅東通線都市計画決定（駅前広場未決定） 
昭和５９年 １月３１日 鶴瀬駅東口まちづくり代表者懇話会発足 
昭和６３年 ７月１０日 鶴瀬駅東口区画整理研究会発足 
平成 ４年 ３月～ まちづくり構想策定と実現化検討 
平成 ７年 ９月１０日 鶴瀬駅東口まちづくり協議会発足 
平成 ９年 ３月 沿道区画整理型街路事業基本計画案策定 
平成１２年 ３月３１日 鶴瀬駅東口土地区画整理事業区域の決定承認 
平成１２年 ４月１１日 都市計画道路鶴瀬駅東通線変更告示 
 鶴瀬駅東口土地区画整理事業区域決定告示 
平成１２年 ６月２７日 土地区画整理事業施行規程決定 
平成１２年１２月１４日 事業計画決定告示 
平成１２年１２月２５日 特別会計条例告示 
平成１３年 ２月 ３日 事業認可記念式典 
平成１４年１１月２２日 換地設計基準・申出換地取扱い基準・土地評価基準決定 
平成１５年 ２月～ 換地位置等調整のための第１回個別協議 
平成１５年１０月 ７日 富士見都市計画道路事業鶴瀬駅東通線 決定告示 
平成１５年１０月２４日 土地評価基準変更決定 
平成１５年１１月 ４日 申出換地取扱い基準の変更決定 
平成１５年１２月～ 本申出書受領実施 
平成１６年 ２月１０日 換地設計（仮換地）決定 
平成１６年１１月 ５日 第１回事業計画変更決定告示 
平成１７年 １月 ５日 第１回仮換地指定通知書等送付 
平成１７年 ３月 ４日 富士見都市計画道路事業鶴瀬駅東通線（駅前広場）決定告示 
平成１８年 ２月 ７日 第 1回使用収益開始通知書送付 
平成１８年 ８月２２日 第１回仮換地変更指定通知書等送付 
平成１８年１０月３０日 換地設計（第２回仮換地）決定 
平成１８年１２月 １日 用途地域変更決定、防火地域変更決定、地区計画変更決定 
平成１９年 ２月 ９日 第２回仮換地指定通知書等送付 
平成１９年 ４月 １日 富士見市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行 
平成１９年 ７月２５日 第２回使用収益開始通知書送付 
平成２０年 ８月１１日 第３回仮換地指定通知書等送付 
平成２１年 １月２７日 第２回事業計画変更決定告示 
平成２１年 ２月１７日 第２回仮換地変更指定通知書等送付 
平成２１年 ３月１３日 第３回使用収益開始通知書送付 
平成２１年 ３月２７日 
 

富士見都市計画道路事業鶴瀬駅東通線（駅前広場）・富士見

都市計画道路事業鶴瀬駅東通線 第１回変更決定告示 
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鶴瀬駅東口土地区画整理事業 第３回 使用収益開始図 
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評価概要資料  

番  号  

事 業 名 土地区画整理事業 事 業 主 体 富士見市 

路線・河川・地

区名 
富士見市鶴瀬駅東口地区 事 業 箇 所 名 鶴瀬東一丁目の一部 

事 業 採 択 年 Ｈ１２年度 

事業分類 

  １ 事業採択後５年間を経過して未着工 

  ２ 事業採択後５年間以上を経過して継続中 

  ３ 事業採択後１０年間を経過して継続中 

  ４ 事業採択前の準備・計画段階で５年間が経過 

  ５ 再評価実施後５年間が経過 

  ６ その他（                   ） 

経 過 年 数 １０年 

事

業

概

要 

目 的 

本事業の目的は、都市計画決定されている鶴瀬駅東通線及び鶴瀬駅東口駅前広場等の根幹的

基盤施設整備と併せて、周辺の区画道路等の整備・改善を行うことにより、健全で良好な環境

を有する中心市街地の形成を図り、市街地の活性化と住民の生活向上の増進に資することを目

的とする。 

必 要 性 

本 地 区 は 駅前の商業地を含む市街地であり、市 の 中 心 市 街 地 の 一 部 に 位 置 づ

け ら れ て い る が 、 基盤施設整備が伴わない無秩序な市街化が進み、都市環境の低下とと

もに商業地の停滞や防災上に支障をきたしている。このため、区 画 整 理 事 業 に よ り 中 心

市 街 地 と し て ふ さ わ し い 総 合 的 な 整 備 を 図 り 、土 地 利 用 の 適 正 と 公 共 施

設 の 整 備 改 善 を 図 り 、 安 全 で 快 適 な 基 盤 整 備 が 必 要 で あ る 。  

効 果 

本 事 業 に よ り 、駅 前 に ア ク セ ス す る 幹 線 道 路 や 駅 前 広 場 の 整 備 に よ る

交 通 結 節 点 強 化 が 図 ら れ る と と も に 、区 画 道 路 網 の 整 備 よ っ て 富 士 見 市

の 玄 関 口 と し て 適 正 な 市 街 地 発 展 が 可 能 と な る 。  

事 業 内 容 

総 事 業 費  ９，４３２百 万 円  事 業 期 間  Ｈ １ ２ ～ Ｈ ３ ０  

施 行 面 積  4.92ｈａ 

幹 線 道 路  延長Ｌ＝２５３ｍ   幅員Ｗ＝２０ｍ 

駅 前 広 場  Ａ＝３，８２０㎡ 

区 画 道 路  延長Ｌ＝１,２２３ｍ 幅員Ｗ＝４ｍ～８ｍ 

特 殊 道 路  延長Ｌ＝１５９ｍ   幅員Ｗ＝４ｍ～６ｍ 

公 園・緑 地等  Ａ＝１，５３４㎡   (緑道含む 延長Ｌ＝１２ｍ・Ｗ＝１ｍ) 

河 川・水  路    延長Ｌ＝１４０ｍ   幅員Ｗ＝２．５ｍ 

公共施設管理者負担割合 

東

通 

(通常費)国 ５０％ 

(交付金)国 ５５％ 

県 ４０％ 

県 ３６％ 

市 １０％ 

市  ９％ 

駅

広 

(通常費)国 ５０％ 

(交付金)国 ５５％ 
 

市 ５０％ 

市 ４５％ 

進 捗 状 況 
＜H21年度末見込み＞ 総事業費   ３５．６％  仮換地指定率 １００．０％ 

道路築造率  ２２．８％  建物移転率   ４９．５％ 

事 業 実 施 上 

の 問 題 点 

【過 去】 事業認可(平成 12.12.14)、減歩緩和のために先行買収(平成 12 年度～平成 15

年度)を行い、申し出換地方式(平成 14 年～平成 15 年)を採用後し、仮換地指定（平成 16～20

年度）を行い 100％完了しました。平成 17年度より工事及び建物移転を開始。 

【現 在】 平成 24年度当初に、鶴瀬駅東通線と駅前広場の一部の暫定供用開始を目指し、

支障となる建物等の移転を進めている。計画的に整備を進めていくには、財源確保もさること

ながら、引き続き関係地権者の合意形成が必要不可欠である。 

事

業

に

対

す

る

考

え

方

 

対応方針案 ①�  継 続   ２ 中 止   ３  その他（           ） 

対応 方針案 

決定 の根拠 

・本事業での仮換地は１００％指定され、平成 20年度末、使用収益は 8.5％開始となっており、

土地区画整理事業の性格上、権利が移動しているため継続する必要がある。 

・本地区は、鶴瀬駅周辺の中心的な市街地であることから、商業、集合住宅などの開発需要が

高く、その受け皿として早期整備が求められる。 

・移転交渉も概ね順調で、地権者から本事業に対する期待も高まっていることから早期完成を

目指す。 

街路の費用対効果       Ｂ／Ｃ＝２．３０ 

土地区画整理事業の費用対効果 Ｂ／Ｃ＝１．２８ 

特 記 事 項 なし 
 

担当課名 富士見市まちづくり環境部

鶴瀬駅東口整備事務所 
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富 士 見 市 公 共 事 業 再 評 価 実 施 要 綱  

 

（目的） 

第１条 この要綱は、事業着手から一定期間が経過した公共事業についての評価（以

下「再評価」という。）を実施し、その結果に基づいて必要な見直し等を行うこと

により、公共事業の効率性及びその実施過程の透明性の一層の向上を図ることを目

的とする。 

（再評価の対象とする事業の範囲） 

第２条 市が実施する国土交通省（以下「国」という。）所管の事業のうち、維持・

管理に係る事業、災害復旧に係る事業等を除く全ての補助事業（以下「対象事業」

という。）を再評価の対象とする。 

（再評価を実施する事業） 

第３条 対象事業のうち再評価を実施する事業（以下「実施事業」という。）は、国

が定める再評価実施要領に掲げられている事業とする。ただし、当該年度内に完了

する見込みである対象事業については、これを再評価の対象から除くものとする。 

（評価手法） 

第４条 再評価の評価手法は、国が策定した評価手法を用いるものとする。ただし、

事業の特殊性等によりこれらの評価手法の採用が困難な場合には、国と評価手法を

協議の上、再評価を実施するものとする。 

（事業課の事務） 

第５条 実施事業を主管する課等（以下「事業課」という。）は、前条の評価方法に

より再評価を行うとともに、対応方針案を作成するものとする。 

（公共事業評価監視委員会の設置等） 

第６条 市は、再評価の実施にあたり、第三者からの意見を求める機関として、富士

見市公共事業評価監視委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

２ 委員会の組織及び運営等については、別に定める。 

（委員会の意見の尊重） 

第７条 市長は、委員会からの意見を最大限に尊重し、対応するものとする。 

（対応方針の決定等） 
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（対応方針の決定等） 

第８条 市長は、実施事業について、当該事業課が作成する再評価に係る資料に基づ

き、対応方針を決定した上で、必要と認める場合は国に対して補助金交付等の要求

を行うものとする。 

（報告） 

第９条 市長は、実施事業に関する対応方針を決定したときは、速やかに埼玉県知事

に対し報告するものとする。 

（評価結果及び対応方針の公表） 

第１０条 市長は、再評価の結果、対応方針等について、当該結果に至った経緯、対

応方針の決定理由、再評価に用いた基準等とともに公表するものとする。        

（その他） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、再評価の実施に関し必要な事項は、市長が

別に定める。 

附 則 

この告示は、平成２０年１０月３０日から施行する。 
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富 士 見 市 公 共 事 業 評 価 監 視 委 員 会 要 綱  

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、富士見市公共事業再評価実施要綱第６条第１項の規定に基づき

市が設置する富士見市公共事業評価監視委員会（以下「委員会」という。）の組織

及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、再評価を実施する事業に関し、市が作成した再評価に係る資料及

び対応方針（案）について審議を行い、市長に対して意見を述べることができる。 

（組織等） 

第３条 委員会は、委員４人以内をもって組織する。 

２ 委員は、学識経験者等のうちから市長が委嘱する。 

３ 委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における

補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（委員長） 

第４条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。 

２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名

する委員がその職務を代理する。 

（会議） 

第５条 委員会の会議は、委員長が召集し、その議長となる。 

２ 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことはできない。 

３ 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の

決するところによる。 

（意見等の聴取） 

第６条 委員会は、審議のため必要があると認めるときは、専門的な知識を有する者、

関係職員等の出席を求め、意見又は説明を聞くことができる。 

（庶務） 

第７条 委員会の庶務は、再評価を実施する事業を所管する課等において処理する。 
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ただし、再評価を実施する事業が複数ある場合の委員会の庶務は、それぞれの事業

を所管する課等の間で調整し、処理するものとする。 

（委任） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が

委員会に諮って定める。 

附 則 

この告示は、平成２０年１０月３０日から施行する。 
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